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北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

令和３年６月７日

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第３０号 

北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則 

北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２９年北九州市規則第

５０号）の一部を次のように改正する。

第４条第１号ア中「若しくは同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第５

５条の４第１項の規定による就労自立給付金の支給」を削り、「生活保護関係

情報」を「生活保護実施関係情報」に改め、同号イ中「による支援給付又は配

偶者支援金の支給」を「第１４条第１項及び第３項の支援給付の支給の実施、

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号。以下このイ及び第１４条

第１号において「平成１９年改正法」という。）附則第４条第１項の支援給付

の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下

このイ及び第１４条第１号において「平成２５年改正法」という。）附則第２

条第１項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成２５年改正法によ

る改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（以下このイ及び第１４条第１号において「旧法」という。）第１

４条第１項の支援給付、平成２５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお

従前の例によるものとされた旧法第１４条第３項の支援給付及び平成２５年改

正法附則第２条第３項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等支援法第１４

条第４項（平成１９年改正法附則第４条第２項において準用する場合を含む。

）並びに平成２５年改正法附則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従前

の例によるものとされた旧法第１４条第４項の規定によりその例によるものと

される生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変

更、同法第２５条第１項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第２

項の規定による職権による保護の変更又は同法第２６条の規定による保護の停

止若しくは廃止」に、「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦

人等支援給付実施関係情報」に改め、同条第２号ア中「生活保護関係情報」を

「生活保護実施関係情報」に改め、同号イ中「中国残留邦人等支援給付等関係

情報」を「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」に改める。
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第６条第１号中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加える。

第７条第１号中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改める

。

第８条第１号中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改め、

同条第２号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支援

給付実施関係情報」に改める。

第１０条第１号ア中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改

め、同号イ中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支援

給付実施関係情報」に改め、同条第２号ア中「生活保護関係情報」を「生活保

護実施関係情報」に改め、同号イ中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を

「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」に改める。

第１１条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１

号を加える。

（６） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第４号に掲げる事務 次に掲

げる情報

ア 第１号アに掲げる情報

イ 認定請求に係る受給資格者又は当該認定請求に係る児童若しくは当該 

児童の父（当該児童の母又は養育者が当該認定請求を行う場合に限る。 

）若しくは母（当該児童の父が当該認定請求を行う場合に限る。）に係 

る児童扶養手当法第３条第２項に規定する公的年金給付に関する情報（ 

番号利用法別表第二主務省令第３１条第４号ニ及びヘに掲げる情報を除 

く。）

第１４条第１号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）」

を「平成１９年改正法」に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０

６号。以下この号において「平成２５年改正法」という。 ) 」を「平成２５年

改正法」に、「平成２５年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下この号において「旧法

」という。）」を「旧法」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え

る。

第１５条第２号中「第５４条第４号」を「第５４条第５号」に改める。

第１６条第１号ウ中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改

め、同号オ中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支援

給付実施関係情報」に改め、同条第２号ア中「生活保護関係情報」を「生活保
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護実施関係情報」に改め、同号ウ中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を

「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」に改める。

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年６月７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３１号

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事   

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則（平成２７年北九州市規則第５５号）の一部を次のように改正す

る。

 第 1 条第 1 号中「変更若しくは」を「変更又は」に改め、「又は就労自立給

付金の支給」を削り、「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関

係情報」に改め、同条第２号中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保

護実施関係情報」に改める。

第２条、第４条、第６条、第８条及び第９条中「外国人生活保護関係情報」

を「外国人生活保護実施関係情報」に改める。 

第１０条第１号エ中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関

係情報、生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報（

以下「外国人就労自立給付金関係情報」という。）又は生活に困窮する外国人

に対する進学準備給付金の支給に関する情報（第２５条第１号エにおいて「外

国人進学準備給付金関係情報」という。）」に改める。

第１１条第１号中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係

情報」に改め、同条第５号中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加える。 

 第１２条第１号ア中「による支援給付又は配偶者支援金の支給」を「第１４

条第１項及び第３項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１

９年法律第１２７号。以下このア並びに第２５条第１号及び第２号において「

平成１９年改正法」という。）附則第４条第１項の支援給付の支給の実施並び

に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下このア及び第２５

条において「平成２５年改正法」という。）附則第２条第１項の規定によりな

お従前の例によるものとされた平成２５年改正法による改正前の中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下このア

及び第２５条において「旧法」という。）第１４条第１項の支援給付、平成２

５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧
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法第１４条第３項の支援給付及び平成２５年改正法附則第２条第３項の支援給

付の支給の実施、中国残留邦人等支援法第１４条第４項（平成１９年改正法附

則第４条第２項において準用する場合を含む。第２５条において同じ。）並び

に平成２５年改正法附則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従前の例に

よるものとされた旧法第１４条第４項の規定によりその例によるものとされる

生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更、同

法第２５条第１項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第２項の規

定による職権による保護の変更又は同法第２６条の規定による保護の停止若し

くは廃止」に、「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支

援給付実施関係情報」に改め、同号イ中「外国人生活保護関係情報」を「外国

人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報」に改める。 

 第１３条第 1 号中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係

情報」に改める。 

第１５条第１号イ中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関

係情報」に改め、同条第２号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中

国残留邦人等支援給付実施関係情報」に改める。

第１６条中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係情報」

に改める。 

 第１７条第１号ア中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦

人等支援給付実施関係情報」に改め、同号イ中「外国人生活保護関係情報」を

「外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報」に改める

。 

第１９条第 1 号中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係

情報」に改める。 

第２０条第１号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人

等支援給付実施関係情報」を改め、同条第２号中「外国人生活保護関係情報」

を「外国人生活保護実施関係情報」に改める。 

 第２２条中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係情報」

に改める。 

第２４条第１号ア中「若しくは同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第

５５条の４第１項の規定による就労自立給付金の支給」を削り、「生活保護関

係情報」を「生活保護実施関係情報」に改め、同号イ中「中国残留邦人等支援

給付等関係情報」を「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」に改め、同号ウ

中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係情報」に改める。

第２５条第１号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自
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立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号。以

下この号及び次号において「平成１９年改正法」という。）」を「平成１９年

改正法」に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号。以下この

条において「平成２５年改正法」という。）」を「平成２５年改正法」に、「

平成２５年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律 ( 以下この条において「旧法」という。 ) 」

を「旧法」に改め、同号エ中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護

実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は外国人進学準備給付金関係

情報」に改める。

第２６条及び第２８条中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実

施関係情報」に改める。 

第３０条を次のように改める。 

第３０条 条例別表第２の３０の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる 

事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ 

当該各号に定める情報とする。 

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第１項

の規定による教育・保育給付認定又は同法第２３条第１項の規定による教

育・保育給付認定の変更に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同

一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 （２） 子ども・子育て支援法第３０条の５第１項の規定による施設等利用 

給付認定又は同法第３０条の８第１項の規定による施設等利用給付認定の

変更に関する事務 前号に掲げる情報 

 第３０条の２中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係情

報」に改める。 

第３１条第１号中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改め

、同条第３号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支

援給付実施関係情報」に改め、同条第４号中「外国人生活保護関係情報」を「

外国人生活保護実施関係情報」に改める。 

 第３２条第１号ウ中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報又は生

活保護法第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給に関する情報（第８号ウ

及び第３５条第１号キにおいて「就労自立給付金関係情報」という。）」に改

め、同号オ中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支援

給付実施関係情報」に改め、同号カ中「外国人生活保護関係情報」を「外国人

生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報」に改め、同条第８
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号ウ中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関

係情報」に改め、同号オ中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残

留邦人等支援給付実施関係情報」に改め、同号カ中「外国人生活保護関係情報

」を「外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報」に改

める。 

 第３５条第１号ア中「国民健康保険法」を「健康保険法（大正１１年法律第

７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（

昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２

８号）、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２

号）」に改め、同号キ中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報、就

労自立給付金関係情報又は生活保護法第５５条の５第１項の進学準備給付金の

支給に関する情報」に改め、同号ク中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加

え、同号シ中「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の次に「（昭和３９

年法律第１３４号）」を加え、「昭和６０年国民年金法等改正法」を「国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）」に改め、同号ソ中

「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支援給付実施関係

情報」に改め、同号タ中「又は」を「若しくは」に、「特別給付の支給」を「

市町村特別給付の支給又は同法第１１５条の４５の地域支援事業の実施」に改

める。

 第３６条第１号中「（昭和３７年法律第１５２号）」を削り、同条第２号中

「（大正１１年法律第７０号）」を削り、同条第３号中「生活保護関係情報」

を「生活保護実施関係情報」に改め、同条第６号中「中国残留邦人等支援給付

等関係情報」を「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」に改め、同条第７号

中「外国人生活保護関係情報」を「外国人生活保護実施関係情報」に改める。 

 第３７条第５号中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改め

、同条第７号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支

援給付実施関係情報」に改め、同条第８号中「外国人生活保護関係情報」を「

外国人生活保護実施関係情報」に改める。 

 第３８条第３号中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改め

、同条第６号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支

援給付実施関係情報」に改め、同条第７号中「外国人生活保護関係情報」を「

外国人生活保護実施関係情報」に改める。 

第３９条第１号中「生活保護関係情報」を「生活保護実施関係情報」に改め

、同条第４号中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」を「中国残留邦人等支

援給付実施関係情報」に改め、同条第５号中「外国人生活保護関係情報」を「
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外国人生活保護実施関係情報」に改める。 

   付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市特定非営利活動促進法及び北九州市特定非営利活動促進法施行条例

の施行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年６月７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３２号

北九州市特定非営利活動促進法及び北九州市特定非営利活動促進

法施行条例の施行に関する規則の一部を改正する規則

北九州市特定非営利活動促進法及び北九州市特定非営利活動促進法施行条例

の施行に関する規則（平成２４年北九州市規則第２８号）の一部を次のように

改正する。

第３条を次のように改める。

第３条 削除

第１９条を次のように改める。

（電子情報処理組織を使用した届出等）

第１９条 条例第１３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用する方法に

より行う届出及び提出については、北九州市行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例施行規則（平成１７年北九州市規則第１１４号。以

下「情報通信技術利用条例施行規則」という。）第４条の規定の例による。

２ 条例第１３条第２項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行

う通知及び交付については、情報通信技術利用条例施行規則第５条の規定の

例による。

３ 条例第１３条第３項に規定する電磁的記録に記録されている事項又は当該

事項を記録した書類により行う縦覧及び閲覧については、情報通信技術利用

条例施行規則第６条の規定の例による。

第２２条の見出し中「縦覧等」を「閲覧」に改め、同条第１項中「法第４５

条第１項第５号」を「第４５条第１項第５号」に、「法第６３条第５項」を「

第６３条第５項」に、「法第５２条第４項及び法」を「第５２条第４項及び第

５項並びに」に、「書面の縦覧等」を「閲覧」に改め、同条第２項中「縦覧及

び」を削り、「縦覧等」を「閲覧」に改める。

付 則

この条例は、令和３年６月９日から施行する。ただし、第１９条の改正規定

は、公布の日から施行する。
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北九州市告示第２３８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における物品売払代金の収納事務を次のとおり委

託した。 

  令和３年６月７日 

北九州市長 北 橋 健 治    

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社三省堂書店神

保町本店 

東京都千代田区神田神

保町一丁目１番地 

令和３年６月１日から

令和４年１月３１日ま

で 

株式会社紀伊國屋書店

新宿本店 

東京都新宿区新宿三丁

目１７番７号 

令和３年６月１日から

令和４年１月３１日ま

で 
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北九州市公告第３９５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更するので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり公

告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都

市計画の案について、北九州市に意見書を提出することができる。 

  令和３年６月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名 称 区 域 

青葉台サイエンスパー

ク地区計画 

北九州市若松区青葉台西六丁目地内

３ 都市計画の案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建築都市局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年６月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該地区計画の案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、

令和３年６月２１日までに上記縦覧場所に到着するように提出すること。 

条 例
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北九州市公告第３９６号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年６月７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市総合保健福祉センター電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市保健福祉局総務部地域リハビリテーション推進課 

  北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年４月９日 

４ 落札者の名称及び住所 

  九州電力株式会社 

  福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号 

５ 落札金額 

  １，９３９万７，０１８円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和３年２月１５日 

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第３９７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和３年６月７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市若松区青葉台東二丁目１４

番１０１、１４番１０９から１４番

１２３まで、１４番１２５及び１０

０番１５のうち 

北九州市若松区高須東三丁目６番

６号 

有限会社コムサイト 

取締役 西田雅貴 
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北九州市公告第３９８号

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定に基づ

き、北九州市長野津田土地区画整理事業の事業計画の変更を認可したので、同

条第４項の規定により、次のとおり公告する。

令和３年６月７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 組合の名称

  北九州市長野津田土地区画整理組合

２ 事業施行期間

  令和２年３月３０日から令和７年３月３１日まで

３ 事務所の所在地

  北九州市小倉南区津田南町１番６８号

４ 設立認可の年月日

  令和２年３月３０日

５ 変更認可の年月日

  令和３年６月２日
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